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○ケース２：法適合確認の記載例 
 

一級建築士が構造設計図書を作成し、 

構造設計一級建築士が構造設計図書の法適合確認を行う場合 
 

（第二面） 
建築主等の概要 
【1．建築主】 

【ｲ．氏名のﾌﾘｶﾞﾅ】  ナカムラ マチオ 
【ﾛ．氏名】      中村 町男 
【ﾊ．郵便番号】      ４５６－００８３ 

 

【3．設計者】 
 
(代表となる設計者) 
【ｲ． 資格】    （ １級）建築士       （  大臣）登録第１７７７７７号 
【ﾛ．氏名】         二等  漱石 
【ﾊ．建築士事務所名】（１級）建築士事務所（静岡県）知事登録第８８８８ 号 

（株）二等一級建築士事務所 
【ﾆ．郵便番号】      ４１０－０８０１ 
【ﾎ．所在地】        沼津市岡一色８１６番地の１ 
【ﾍ．電話番号】      ０５５－９５４－２００５ 
【ﾄ．作成又は確認した設計図書】 すべて 

 
 

(その他の設計者) 
【ｲ． 資格】     （ １級）建築士   （ 大臣 ）登録第１１１２２２号 

【資格】欄は一級建築士としての

登録内容を記載してください。 

構造設計図書を含む全ての図書

を作成した場合は“すべて”となり

す。 

書式変更点 

【ﾛ．氏名】      明石 太郎 
【ﾊ．建築士事務所名】（ １級）建築士事務所（静岡県）知事登録第６９６９号 

           （株）明石構造一級建築士事務所 
【ﾆ．郵便番号】    ４３０－００００ 

【ﾎ．所在地】     静岡市駿河区登呂３丁目１２ 
【ﾍ．電話番号】    ０５４－２０２－５５７７ 
【ﾄ．作成又は確認した設計図書】構造図、構造計算書 

構造設計一級建築士が 

法適合確認した図書を記載して

ください。 

 

 

【ｲ．資格】                        （   ）建築士      （     ）登録第     号 
【ﾛ．氏名】                 
【ﾊ．建築士事務所名】       （   ）建築士事務所（   ）知事登録第     号 
 
【ﾆ．郵便番号】 
【ﾎ．所在地】 
【ﾍ．電話番号】 
【ﾄ．作成又は確認した設計図書】 
 
 
 
 
 
 



（構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である旨の表示をした者） 
上記の設計者のうち、 
□建築士法第 20 条の２第１項の表示をした者 
【ｲ．氏名】 
【ﾛ．資格】構造設計一級建築士交付第  号 

■建築士法第 20 条の２第３項の表示をした者 
【ｲ．氏名】明石 太郎 
【ﾛ．資格】構造設計一級建築士交付第２８７号 

□建築士法第 20 条の３第１項の表示をした者 
【ｲ．氏名】 
【ﾛ．資格】設備設計一級建築士交付第     号 
【ｲ．氏名】 
【ﾛ．資格】設備設計一級建築士交付第     号 
【ｲ．氏名】 
【ﾛ．資格】設備設計一級建築士交付第     号 

□建築士法第 20 条の３第３項の表示をした者 
【ｲ．氏名】 
【ﾛ．資格】設備設計一級建築士交付第     号 
【ｲ．氏名】 
【ﾛ．資格】設備設計一級建築士交付第     号 
【ｲ．氏名】 
【ﾛ．資格】設備設計一級建築士交付第     号 

 
【4．建築設備の設計に関し意見を聴いた者】 

一級建築士が作成した図書を 

構造設計一級建築士が 

法適合確認した場合 

はこちらにチェックを入れてください。 

 

【資格】は構造設計一級建築士の 

交付番号まで記載してください。 

 

書式変更点 

  （代表となる建築設備の設計に関し意見を聴いた者） 
【ｲ．氏名】 
【ﾛ．勤務先】 
【ﾊ．郵便番号】 
【ﾆ．所在地】 
【ﾎ．電話番号】 
【ﾍ．登録番号】 
【ﾄ．意見を聴いた設計図書】 

   

【6．工事施工者】 
【ｲ．氏名】           代表取締役 小村 一葉 
【ﾛ．営業所名】       建設業の許可（静岡県知事 ）第（一般２０）第 ２４６８０ 号 

              小村建設株式会社 
【ﾊ．郵便番号】       ４２２－８０６７ 

 

【7．備考】 
【建築物の名称又は工事名】 
【名称のﾌﾘｶﾞﾅ】ナカムラテイシンチクコウジ 
【名称】中村邸新築工事 
 
 

 

その他の注意事項 

・この場合は「安全証明書」の添付は不必要です。 

・二等漱石さんの「一級建築士免許証」、明石太郎さんの「一級建築士免許証」と「構造設計一級建築士証」

の写しを確認申請書へ添付して下さい。 


